
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号

国
立
教
育
会
館
の
解
散
に
関
す
る
法
律

１
　
国
立
教
育
会
館
（
以
下
「
教
育
会
館
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
国
が
承
継
し
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

２
　
教
育
会
館
の
解
散
の
日
の
前
日
を
含
む
事
業
年
度
は
、
そ
の
日
に
終
わ
る
も
の
と
し
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
決
算
並
び
に
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
業
務
報
告
書
の
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

が
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
算
の
完
結
の
期
限
は
、
そ
の
解
散
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
す
る
日
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
会
館
が
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
立
教
育
会
館
法
の
廃
止
）

２
　
国
立
教
育
会
館
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
国
立
教
育
会
館
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
教
育
会
館
の
業
務
の
特
例
）

４
　
教
育
会
館
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
国
立
教
育
会
館
法
第
一
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
業
務
を

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
教
育
会
館
の
財
産
の
一
部
の
承
継
）

５
　
教
育
会
館
の
財
産
で
主
と
し
て
国
立
教
育
会
館
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
業
務
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
に
国
が

承
継
し
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

６
　
教
育
会
館
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
政
令
で
定
め
る
財
産
を
国
が
承
継
し
た
時
に
お
い
て
、
教
育
会
館
の
資
本
金
の
う
ち
当
該
財
産
に
係
る
部
分
と
し
て
文
部
大
臣
が
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
額
に
よ
り
資
本
金

を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


